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第１章 基本方針策定にあたって 

 

１ 策定に至る経緯 

 （国の経緯） 

平成１３年１２月に文化芸術振興基本法（以下「基本法」という。）が制定され、地方公

共団体の責務として、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国

との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。」と規定されました。 

  また、基本法の施行後、第１次基本方針（平成１４年１２月１０日閣議決定）、第２次基

本方針（平成１９年２月９日閣議決定）に続き、文化芸術を取り巻く諸情勢の変化を踏ま

えて第３次基本方針（平成 23年 2月８日閣議決定）が策定されました。 

（市の経緯） 

本市では平成２３年３月、第４次高砂市総合計画を策定し、人が文化をつくり、文化が

人をつくるにぎわいとうるおいのあるまちづくりを推進するため、将来像を「郷土に学び 

未来を拓く 生活文化都市 高砂」と設定しています。 

また、将来都市像の実現に向けて７つの基本目標を掲げ、「ふるさとを愛し思いやりとた

くましさが育つ教育文化都市」がそのひとつとして位置づけられています。 

この総合計画のスタートに合わせ、文化そのものの振興に加え、文化を活かしたまちづ

くりを市全体で取り組んでいくことを目的に、平成２３年３月に高砂市文化振興条例を制

定しました。 

  

２ 策定の目的 

この基本方針は、高砂市文化振興条例第５条に基づき、条例の目的である文化振興による

まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

 

３ 位置づけ 

この基本方針は、高砂市文化振興条例第５条第１項の規定に基づき策定するものであると 

ともに、本市の第４次総合計画における分野別計画「教育文化」中の施策「創造性豊かな芸

術文化の振興」として位置づけられます。 

 

４ 設定期間と進捗状況の評価・検証 

この基本方針の設定期間は、平成２５年から平成３４年までの１０年間とします。ただし 

社会情勢の変化や取り組みの成果等を踏まえ、設定期間の前半が経過した時点で、見直しを



図ることとします。 

また、基本方針に基づく施策の進捗状況については、各施策の特性を十分に踏まえ、年度

ごとに高砂市文化振興審議会が評価・検証を行うこととし、併せて有効な評価方法の確立に

努めます。 

 

５ 目指す姿  

 まちの文化を次世代に引き継ぐとともに、新たなまちの活力を生み出すため行政と市民、 

団体等が協働して、文化活動の振興と文化の持つ力によるまちづくりに取り組むことにより 

 

①“文化を大切にし、ふるさとを愛するまち高砂” 

②“文化を基盤とし、ふるさとの高砂を誇るまち” 

③“高砂の文化を誇る市民のまち” 

④“文化を誇る市民のまち高砂” 

⑤“文化を継承・発展する「舞台」のまち高砂” 

 

の実現を目指す姿とします。 



第２章 基 本 理 念 

 

高砂市文化振興条例 

（基本理念） 

第３条 文化の振興によるまちづくりに当たっては、文化活動を行う市民、団体等の自主

性及び創造性並びに文化活動の多様性が尊重されなければならない。 

２ 文化の振興によるまちづくりに当たっては、高砂という地域の特性あふれる文化の保

存、継承、発展、及び活用がされなければならない。 

３ 文化の振興によるまちづくりに当たっては、市民全てが文化を創造し、学び、及び享

受することができることを尊重し、市民の文化意識が高まり、市民、団体等の文化活動

が活発化するような環境の整備が図られなければならない。 

４ 文化の振興によるまちづくりに当たっては、文化活動を福祉、教育、地域社会、産業

等他の分野の活動に連携させ、市の活力が高められなければならない。 

（説明） 

文化の振興によるまちづくりに関する施策を推進するに当たっての基本的な考え方を示

しています。 

文化の振興によるまちづくりは、行政だけではなく、市民、団体等がそれぞれ、その役

割を担っているものであり、地域全体で考え、取り組むべき課題であることから、市と市

民、団体等が一体となり、共通の目標として取り組んでいく上での考え方を基本理念とし

ています。 

 

１「文化活動を行う市民、団体等の自主性及び創造性並びに文化活動の多様性

を尊重」 

 

 文化活動は、市民、団体等の自主性、創造性、多様性による自由なものであり、行政など

がその内容に介入したり、干渉したり、特定の文化や、そのあり方を押しつけたりというこ

とをすべきではないと特に留意することを定めています。 

 この自主性、創造性の尊重は憲法第２１条の「表現の自由」に規定され、文化芸術振興基

本法の基本理念においても示されています。 

  

 

２「高砂という地域の特性あふれる文化の保存、継承、発展、及び活用」 

 

本市には、これまで培ってきた歴史の中で生まれた、また、先人が守り育ててきた独自の

文化、風習があり、これらの宝とも言うべきその活動、景観、文化財（地域の宝を含む）、伝

統などを保存し、次世代に継承していくことは、今を生きる私たちの務めであり、また、使

命でもあります。 



また、それらを発展させ、また、活用することは、市民、団体等の文化活動の活発化や地

域の振興にもつながることになります。 

 

 

３「市民全てが文化を創造し、学び、及び享受することができることを尊重し、

市民の文化意識が高まり、市民、団体等の文化活動が活発化するような環境

の整備」 

 

すべての市民が年齢や性別、障がいの有無、国籍などに関わらず、文化を創造すること、

学ぶこと、享受することは、憲法第 13 条に規定される「幸福追求権」の一つとして、人々

が生まれながらにして持つ権利であると考えられており、文化芸術振興基本法の基本理念に

おいても示されています。 

市民が等しく文化活動に参加できるよう、イベントや行事の開催、施設の整備充実、機会

や場の提供、条件の改善、情報の提供など、その環境の整備を図っていくこととしています。 

 

 

４「文化活動を福祉、教育、地域社会、産業等他の分野の活動に連携させ、市

の活力を高める」 

 

文化そのものの振興には、人が人間らしく生きるための糧として、豊かな人間性や創造力

を養い、育てるものであり、また、人と人との連帯感を生み出し、社会基盤を形成するもの

と言えるとともに、文化の活発化により、地域の魅力の増進につながるという意義がありま

す。 

そのうえ、文化の振興は、他の分野も含めて、新たな需要や交流、付加価値を生み出す要

素にもなります。 

そこで、人づくり、地域づくりにもつながる側面に注目して、文化活動を他分野の活動と

連携させ、地域の活性化や新たな経済需要の創出により、市の活力を高めていくことを定め

ています。 



第３章 高砂市における文化の現状と課題 

 

１ 文化活動の現状 

 現在、高砂市では多くの文化活動をしている団体があります。高砂市文化連盟は各種団体

の密接な連絡調整をはかり、自らを練り、文化を育て豊かな郷土をつくることを目的として

おり、１８団体、２，０７９人（平成２３年４月現在）で構成されています。また、それぞ

れの下部構成団体は、１～２０の団体からなっています。 

加盟団体が年間行事として実施する高砂市文化まつりは、４月の美術協会展から始まり、

秋には民謡大会、民舞発表会、高砂市民音楽祭、菊花展覧会など数多くの発表会が集中し、

翌年３月のいけばな展、古典舞踊乃会で終わります。各団体が日々の練習の成果を発表する

とともに、市民の方々に文化に触れる機会を提供しており、多くの市民が演奏や展示物の鑑

賞などを楽しみにしています。 

また、生涯学習に関しては高齢者大学や公民館で、自ら学び、住みよい地域づくりを進め

る機会と場所の提供をしており、高齢者大学の陶芸教室や各公民館での活動グループなど、

２００以上の団体が文化活動を行っています。 

そのほか、歴史文化に関する活動団体やボランティアグループ、公的な拠点を持たず、個

人的に活発に文化に取り組んでいる市民やお稽古として活動している市民など、多くの人が

さまざまな文化に関わり、高砂市の文化活動を支えています。 

 

２ 文化を取り巻く課題 

 文化活動が盛んに行われている一方で、文化振興審議会の委員や平成２３年６月に高砂市

民を対象に実施した「高砂市における文化振興に関する調査」の結果（※１）を見ると、多

くの市民が下記のような課題を指摘しています。 

 ・伝統文化、伝統産業の継承者がいない。 

 ・教育の場での文化に触れる機会が減少している。 

 ・市民が高砂の文化遺産（資源）について知らない。 

 ・高砂市の魅力づくりができていない。 

 ・魅力ある特産品等がない。 

 ・文化活動等の情報発信が不足している。 

・市民（若者を含む）の意見を聴くしくみがない。 

・若手アーティストの発掘の機会、場がない。 

・活動や発表、展示などの施設がない。 

 ・文化団体の指導者や会員の高齢化により活動継続に危機感を持つ団体がある。 

 ・子育て世代や就労世代の人が文化に触れる機会が少ない。 

・行政の文化活動に対する財政的補助、支援が不足している。 



・行政が積極的にリーダーシップをとる必要がある。 

・文化活動を行うための交通の便をよくしてほしい。 

・図書館や歴史資料館が必要。 

 

 上記の課題からは、条例の目的に定める「文化の振興によるまちづくり」を行うにあたっ

て、高砂市にはその基盤となる人材や支援の制度、舞台となる環境などが整っていないとい

うことがわかります。 

 そのほか、高砂市の魅力を伝えるための情報発信力や、新たな文化発掘の必要性が示され

ています。 

 

また、１１月に市内の高等学校に通学する生徒３４７人を対象に実施した「文化振興に関

するアンケート（高校生対象）」の集計結果（※２）からは、下記のようなことがわかりまし

た。 

・音楽やアニメ、映画などのメディア芸術に興味があるものの、クラブ活動など文化活動

に参加していない学生が非常に多い。 

・活動しない理由として、活動、発表の場の不足、活動をする仲間や指導者の不足、月謝

などの問題がある。 

・高砂市内在住の高校生は地域での文化活動への参加（見に行くことを含む）の意向が、

市外在住の高校生よりも高く表れており、地域への関心は高い。 

・大切にしたい高砂の文化的な財産は、祭りやイベントである。 

 

これらの高校生の文化活動の現状から、高砂市内にある伝統文化継承の重要性を認識して

いるが、積極的に関わるための学習の機会や環境が十分ではないことが明らかになりました。 

以上の若い世代を含む市民の意見を集約すると、下記の６つの課題が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１ 文化資源（※３）を保存、発掘し、有効に活用する。 

 

課題２ 市民、団体等と市が連携して、文化活動を活発にする。 

 

課題３ 文化を創造し、支える人材を育成、活用する 

 

課題４ 子どもの学習機会を充実する。 

 

課題５ 多様な文化交流を促進する。 

 

課題６ 文化による産業振興や地域の活性化を図る。 



（※１）（※２）については、資料編「高砂市における文化振興に関する調査結果」「文化振興

に関するアンケート（高校生対象）集計結果」参照。 

（※３）文化資源とは、歴史的背景や文化的な要素を有する有形無形の資源を指します。 



第４章 基 本 目 標 

 

高砂市文化振興条例の基本理念に基づく文化の振興によるまちづくりを推進し、基本方針

に定めた「○○○○○○○○○○○○○○○」の実現のためには、まず、わがまち高砂への

愛情やきずなを深め、住んでいることに誇りを持つことが大切です。 

高砂には謡曲「高砂」という全国的なブランドがあり、これを高砂の文化のシンボルとし

て世界へ発信していくことで、文化を大切にするまちというイメージを向上させるとともに、

市民の地域における文化への関心を高めることにより、さまざまな文化への波及効果が生ま

れ、まち全体の活性化につながることが期待できます。 

基本方針ではこの謡曲「高砂」を重要なアイデンティティ（独自性）とし、4 つの基本理

念を踏まえて、「文化を育てる舞台」「文化を愛するひと」「文化を創造する魅力」を基本目標

として定め、文化振興への取り組みを進めます。これら 3つの基本目標は、異なる分野を対

象にしていますが、密接に関連するものであり、市民や学校、企業、団体、市（行政）がそ

れぞれの立場で関係する内容について協働して目標の達成に努めることにより、「○○○○○

○○○○○○○○○○」の実現を目指します。 

 

基本目標１ 文化を育てる舞台 

謡曲「高砂」に代表されるように、市内には特性あふれる文化が存在し、それは現在の高砂

市の生活基盤の一部ともなっています。先人、先輩から受け継いだ文化遺産の保存、継承に

努めるとともに、創造性と自主性を持った市民が積極的に活用することのできる多様な文化

を育てる舞台（場や環境）が必要になります。 

そうした場づくりへの取り組みや、文化に関する情報の収集や発信、提供に努め、環境を

整備します。 

 

基本目標２ 文化を愛するひと 

謡曲「高砂」を伝えてきたように、文化の永続的な継承や向上、発展のためには、文化を愛

し、創造し、またはそれを支える人材の育成、充実を図る必要があります。優れた文化を創

造する人材や、専門的な技能を持つ人材を活用し、次世代へ継承する機会を設け、幅広い人

材を活用するしくみを整えることにより、市民すべてが学び、文化を享受することができる

ようにならなければなりません。 

学校や地域においては、子どもたちが多彩な優れた芸術や地域の伝統文化に触れることに

より、豊かな感性や創造性を育む機会を充実させ、ふるさとの文化を愛する心を育てます。 

 

基本目標３ 文化を創造する魅力 



  謡曲「高砂」を大切にすることを背景に、伝統文化から現代文化まで、全国や世界の人々

の興味、関心を引き付ける“高砂の魅力”を積極的かつ効果的に発信するとともに、国内

外の文化に関連するさまざまな分野の交流を推進することにより、高砂を訪問する人や高

砂で活躍する人を増やし、文化水準や市のイメージを高めることが必要です。 

  高砂の特性あふれる文化を活用し、多くの人が、高砂を選択することができる魅力づく

りを通して産業振興や地域の競争力強化など市の活力の向上を図ります。 

 

＜基本目標イメージ図＞ 

 

 

 

 

                     

 

～目指す姿～ 

 

“文化を大切にし、 

ふるさとを愛する 

まち高砂”（仮称） 

文化を育てる舞台 

文化を創造する魅力 文化を愛するひと 

これらの実現により 



第５章 文化振興の担い手とその役割 

 

基本目標を達成するためには、その主体である市民、団体、学校、企業が自主性、創造性

を持ち、互いに連携を図りながら協働して役割を果たしていくことが肝要です。市民、団体

等には、文化振興の多様な担い手としての役割が期待されます。そして、市（行政）は文化

振興に必要な環境を整備するとともに、市民、団体等の文化活動を活性化し、また可能とな

るようにそれらと協働し、支援することにより基本目標の達成を目指します。 

基本目標を達成するための個々の基本方針の策定にあたり、市（行政）を含む主体ごとの

役割は次のとおりになります。 

 

１ 市民 

文化の創造、発展の担い手は、創造性と自主性を持った市民一人ひとりです。 

市民がさまざまな文化活動を積極的に行い、相互に理解し、尊重し、学び、文化を享受

することなど交流を深めることによって、高砂の文化振興を支えます。 

 

２ 団体 

文化活動団体や NPO をはじめとする市民活動団体など、地域ではさまざまな団体が活

動しています。これらの団体は、組織力や独自の手法、企画力を有しており、これが豊か

な地域づくりの推進力となります。 

表現の自由の保障を背景として、多様な団体がその得意分野や地域の特色を活かして、

自主的かつ主体的に文化活動を展開するとともに、市民の文化活動を支援することにより、

高砂の文化振興を支えます。 

 

３ 学校（保育園、幼稚園を含む。） 

  市内の保育園、幼稚園、学校等においては、子どもたちがそれぞれの地域の歴史や特色

に基づき、文化に親しみ、体験、享受することにより学んでいます。 

  学校等は、文化が子どもたちに果たす役割の重要性を認識し、文化資源を積極的に活用

して、次世代の文化を担う子どもたちの心と感性を育むうえで、保育、教育の面から高砂

の文化振興を支えます。 

 

４ 企業 

企業や企業財団、企業により組織される団体においては、社会貢献活動の一環として文

化に係る催しを主催、後援するなど、文化活動を積極的に支援しているケースが多くみら



れます。従業員による文化活動への支援を行うこともあり、企業は、独自の組織力や情報

発信力などを発揮し、支援者としての役割を果たしています。一方で、文化を活用しての

産業振興などの主役でもあり、これらを通して地域社会の一員として高砂の文化振興を支

えます。 

  

５ 市（行政） 

条例では市の役割と市民、団体等との関係を下記のように定めています。 

① 文化の振興による施策を総合的かつ計画的に推進する。 

② 施策を推進するために必要な措置を講ずる。 

③ 市民、団体等と協働して、効果的な推進に努める。 

④ 顕著な成果を収めた者や文化振興に寄与した者の顕彰に努める。 

文化に関する情報提供などの公共的サービスを担うほか、行政内部の連携や調整に努め、

市民、団体等の自発的な活動を支援するとともに、市民や団体等と協働し、その活動の条

件を整えることにより本市の文化振興を支えます。 

 

 

＜文化振興の連携・協働のイメージ図＞ 
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 第６章 基本施策・施策の方向 

 

基本施策１ 文化資源の発掘、保存、活用 

 ふるさと高砂の文化資源を発掘するとともに、古代からの地場産業である竜山石など、市

民にとって貴重な文化資源を保存、継承し、その活用に努めます。 

また、謡曲「高砂」など伝統文化を次世代に伝えるため、継承し、活用していきます。 

 

 

【施策の方向１】 伝統文化を学ぶ機会づくり 

・市民が伝統文化に触れ、身近なものとして親しむ機会をつくり、文化を学び、育てる

取り組みを推進します。 

 

＜具体的な施策例＞       

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 歴史や伝統文化を学ぶ機会の充実 市民・団体・学校・行政 

  ２ 歴史・文化遺産めぐりの実施 市民・団体・学校・行政 

○ ３ 謡曲教室の開催 市民・団体・学校・行政 

 

 

【施策の方向２】 文化に関わる資源の普及 

  ・竜山石などの文化資源や文化財を活用するとともに、普及、啓発に努めます。 

   

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 歴史的資料の収集、保存、整理 行政 

  ２ 高砂市史編さん事業の推進 行政 

  ３ 竜山石を利用した文化財の標柱の設置 行政 

  ４ 文化財施設の活用 市民・団体・学校・行政 

  ５ 歴史・文化遺産めぐりの実施（再掲） 市民・団体・学校・行政 

  ６ 文化資源を活用したイベントの実施 市民・団体・学校・行政 

○ 7 文化資源（石の宝殿・竜山石切場）の保

存、活用 

市民・団体・企業・行政 

 

 

【施策の方向３】 地域の宝の発掘、ゆかりの人物などの顕彰 

・地域の宝を発掘するとともに、高砂ゆかりの人物などの顕彰に努め、ふるさとの良さ



を再発見し、誇りを持てるようにします。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ ふるさと文化財登録制度の推進 行政 

  ２ 文化賞など表彰制度による顕彰 行政 

  ３ 高砂ゆかりの人物の記念事業の開催 市民・団体・行政 

  ４ ふるさと高砂学の学習 学校・行政 

  ５ 歴史・文化遺産めぐりの実施（再掲） 市民・団体・学校・行政 

 

 

基本施策２ 市民、団体等と市との連携 

 市民の自発的活動の促進には、直接、文化に接する場や練習、発表などの活動の場が必要

であり、また、各種イベントに参加しやすい舞台が不可欠です。 

市民、団体等の文化活動に関しては、その自主性や創造性、多様性を尊重しながら、効果

的な支援を行い、市民、団体等との連携や行政間の連携を深めながら、文化振興に取り組ん

でいきます。 

 

 

【施策の方向１】 活動、発表の場などの拡充 

・公共施設や地域の空きスペースを活用し、活動や発表の場の拡充を図ります。 

・活動や発表の場について情報提供を行うことにより、文化活動を行う団体等を支援し

ます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 鑑賞、創造、発表への主体的な参加 市民 

  ２ 主体的な創造、発表の場の展開 団体 

  ３ 市民ギャラリー「あいぽっと」の活用 市民・団体・学校・行政 

  ４ 公民館展示スペースの活用 市民・団体・学校・行政 

  ５ 新たな文化拠点の発掘、活用 市民・団体・学校・企業・行政 

  ６ 企業の敷地、公園等の活用 市民・団体・学校・企業・行政 

  ７ 鑑賞・発表の場の充実 市民・団体・学校・行政 

  ８ 外国人との交流事業の促進 市民・団体・学校・企業・行政 

  ９ 講座・教室の開催 市民・団体・企業・行政 

１０ 多様な活動団体が集まるイベントの開催  市民・団体・学校・企業・行政 

１１ 企業主催行事への参加 市民・団体・学校・企業・行政 



○１２ 活動・発表場所の調査、紹介 市民・団体・企業・行政 

○１３ 障がい者の文化活動の充実 市民・団体・学校・企業・行政 

 

 

【施策の方向２】 文化情報の収集、発信 

  ・イベントや活動状況の広報、文化資源の広報など、市内外の情報収集に努めるととも

に、さまざまな媒体を活用し、情報提供できる仕組みを整えます。 

  ・文化活動を行っている市民、団体等から意見募集や懇談会を行うなど、広く市民の要

望を聴く機会を設け、新たな文化活動にも注意を図るとともに行政の行うイベント等

にそのアイデアを活かすよう努めます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 広報たかさご、市ホームページへの掲載 学校・行政 

  ２ 各団体ホームページの運営、充実 団体・学校・行政 

  ３ 各新聞社、テレビなどへの情報提供 市民・団体・学校・行政 

  ４ ポスター等の展示、チラシの配布 市民・団体・学校・企業・行政 

  ５ リーフレット、地図の作成、発行 市民・団体・学校・行政 

○ ６ 活動・発表場所の調査、紹介（再掲） 市民・団体・企業・行政 

○ ７ 文化活動団体等の調査、情報収集 市民・団体・行政 

○ ８ イベント等の情報収集、情報交換 市民・団体・学校・企業・行政 

 

 

【施策の方向３】 文化を中心とした行政施策の推進・連携 

  ・文化を基盤とする地域の活性化やまちづくりの実現のために、行政内部の連携や調整

に努めます。 

・助成制度の情報収集、提供などを行い、文化活動を支援します。 

・文化奨励賞、文化功労賞など文化振興に寄与した人の功績を讃えます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 各種団体等の連絡会議の開催 市民・団体・学校・企業・行政 

  ２ 文化に関する事業への補助、支援 団体・企業・行政 

  ３ 後援申請の案内、承認 市民・団体・行政 

  ４ 文化会館等施設の整備、充実 行政 

  ５ 指定管理者との連携 団体・行政 

  ６ 公益財団法人高砂市施設利用振興財団と

の連携 

団体・行政 



  ７ 企業との連携 市民・団体・学校・企業・行政 

  ８ 指定文化財の保護 団体・行政 

  ９ 文化賞など表彰制度による顕彰（再掲） 行政 

 

 

基本施策３ 文化を担う人材の育成、活用 

地域の文化の発展には、文化活動を推進するリーダーの役割が重要です。伝統文化をはじめ、 

産業や教育、市民活動などのさまざまな分野での継承者の育成に努めます。 

また、市民の文化活動をリードする指導者や専門的知識をもったボランティアなどを活用する 

仕組みを整えます。 

 

 

【施策の方向１】 伝統文化などの継承者の育成 

  ・地域の歴史に関する講座の実施や伝統文化を学ぶ機会の充実を図り、人材の育成に努

めます。 

   

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 歴史や伝統文化を学ぶ機会の充実（再掲） 市民・団体・学校・行政 

  ２ 各種ボランティア養成講座の開催 市民・団体・学校・行政 

  ３ 指導者育成のための研修会の開催 市民・団体・学校・企業・行政 

○ ４ 文化財保護ボランティアの育成 市民・団体・行政 

○ ５ 図書館ボランティアの養成講座の開催 市民・団体・学校・行政 

   

 

【施策の方向２】 地域の歴史・文化研究家や専門家の活用 

・教育関係者や研究者の豊かな知識、経験を活用します。 

・芸術・文化の専門家を招へいし、鑑賞や体験指導などを盛り込んだワークショップな

どを行います。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 研究家・専門家の活用 市民・団体・学校・行政 

  ２ イベントにおけるボランティア募集 市民・団体・学校・行政 

  ３ 各種ボランティアの登録、活用 市民・団体・学校・行政 

  ４ 地域住民による講師の活用 市民・団体・学校・行政 

  ５ クラブ活動指導者の招へい  市民・団体・学校・行政 



基本施策４ 子どもの学習機会の充実 

次代の社会を担う子ども達の感性や創造性を養うため、文化はたいへん重要です。地域に

おける未来の文化の担い手である子ども達に対する文化振興の取り組みを進めることで、地

域の文化のすそ野を広げ、豊かな未来を築きます。 

 

 

【施策の方向１】 子どもを対象とした活動、機会の充実 

・子ども達が日常的に文化に親しみ、その価値や楽しさを理解するよう努めます。 

・子どもを対象とした文化事業の充実を図り、子どもの参加を促進します。 

・質の高い作品や演奏などに触れ、感性を磨く機会を充実します。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 創造・発表する機会の提供、充実 市民・団体・学校・企業・行政 

  ２ ポスター・絵画等の作品募集、展示 市民・団体・学校・企業・行政 

  ３ 未就学（園）児を対象としたイベントの

開催 

市民・団体・学校・行政 

  ４ 外部講師によるイベントの開催 市民・団体・学校・行政 

  ５ 外国人との交流機会の充実 市民・団体・学校・企業・行政 

  ６ 鑑賞・体験機会の充実 団体・学校・企業・行政 

  ７ 地域の子どもが集まり、活動できる場の

充実 

市民・団体・学校・行政 

 

 

【施策の方向２】 伝統文化の体験学習 

・教育委員会では、文化活動を進める個人、団体との連携を踏まえて、学校教育あるい

はクラブ活動において、子ども達が高砂の伝統文化を体験し、ふるさとに愛着を持て

るような教育、学習を充実します。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ ふるさと高砂学の学習 市民・団体・学校・企業・行政 

  ２ 歴史を学ぶ教室の開催 市民・団体・行政 

  ３ 伝承遊び、祭り遊びの実施 市民・団体・学校・行政 

  ４ 俳句、短歌、古文の学習 市民・団体・学校・行政 

  ５ 地域の特性を取り入れた行事、イベント

の開催 

市民・団体・学校・企業・行政 



基本施策５ 多様な文化交流の促進 

 異なる分野や世代、地域を越えた交流は、文化の持つ新たな魅力を生み出し、さらなる発

展にも寄与します。誇りある高砂の文化を基盤とするからこそ、多様な文化や考え方を受け

入れ、交流を盛んにすることができます。高砂の特性あふれる文化を活かしたイベントや市

外から集客のあるイベントの実施など、個性的で多様な文化を創造し、市民の満足度を高め

るとともに、交流による市全体の活性化を促進します。 

 

 

 【施策の方向１】 魅力あるイベントの実施 

  ・市外から訪れる人が魅力を感じるイベントの実施や異なる団体、分野のコラボレーシ

ョンの推進など、新たな魅力の向上のための取り組みを進めます。 

・竜山石などの文化遺産やゆかりの人物など、高砂をモチーフとしたイベントを実施し、

高砂の特性あふれる文化の普及に努めます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 高砂ゆかりの人物の記念事業の開催（再

掲） 

市民・団体・行政 

  ２ 文化団体のコラボレーションの促進 市民・団体・企業・行政 

  ３ 新たな魅力あるイベントの開催 市民・団体・学校・企業・行政 

  ４ 高砂の核となるイベントの開催 市民・団体・学校・企業・行政 

 

 

【施策の方向２】 他市との交流 

  ・市民が文化への理解や共感を深め、新たな文化を創造するために、国内外の異なった

特性をもつ都市との情報交換や交流に努めます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ ラトローブ市との姉妹都市交流の推進 市民・団体・学校・企業・行政 

  ２ 外国人との交流事業の促進 市民・団体・学校・企業・行政 

  ３ 外国語を学ぶ教室、講座の開催 市民・団体・行政 

  ４ 海外滞在経験者の報告会、講習会の開催 市民・団体・行政 

  ５ 国内友好都市との交流 市民・団体・学校・企業・行政 

 

 

 



基本施策６ 文化による産業振興や地域の活性化 

文化のもつ個性や創造性を活かし、また、文化の担い手により、新たな産業の創造に結び

付け、地域の競争力を強化し、活性化につながる取り組みを推進します。 

 

 

【施策の方向１】 地域の活性化活動への支援 

・新たな芸術への挑戦や創造を生み出すなど、文化による地域活性化への取り組みを主

体的に行う団体等を支援します。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 高砂の核となるイベントの開催（再掲） 市民・団体・学校・企業・行政 

  ２ 観光マップの作成 市民・団体・行政 

  ３ 文化遺産を活かした観光振興・地域活性

化事業の活用 

市民・団体・行政 

  ４ 地域の特産品の活用 市民・団体・学校・企業・行政 

  ５ 新たな文化拠点の発掘、活用（再掲） 市民・団体・学校・企業・行政 

 

 

 【施策の方向２】 特産品の開発、販売   

  ・高砂の特性を活かした特産品の開発、販売を支援し、地域の経済活動に連動するよう

努めます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ 地域ブランド商品の開発、促進 市民・団体・学校・企業・行政 

  ２ 高砂ブランド商品の活用 市民・団体・学校・企業・行政 

  ３ ご当地グルメの発信 市民・団体・学校・企業・行政 

 

 

 【施策の方向３】 地名の活用 

・｢高砂｣をブランド化するとともに、「高砂」の由緒ある地名を活用し、新しい感性によ

る文化の振興に努めます。 

 

＜具体的な施策例＞ 

番号 内  容 想定される担い手 

  １ ロケ地資源としての発信、活用 市民・団体・企業・行政 



  ２ 高砂町町名由来看板の設置 市民・団体・行政 

  ３ 高砂の核となるイベントの開催（再掲） 市民・団体・学校・企業・行政 

 

※ 施策番号の前に○があるものは、実施予定、検討中の施策例です。
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に
基
づ
く
各
種
事
業 

施策の方向 

 

文化を担う人材の育成、活用 

 

○伝統文化などの継承者の育成 

○地域の歴史・文化研究家や専門家の活用 

 

○魅力あるイベントの実施 

○他市との交流 

 

○子どもを対象とした活動、機会の充実 

○伝統文化の体験学習 

 

○活動、発表の場などの拡充 

○文化情報の収集、発信 

○文化を中心とした行政施策の推進・連携 

 

○伝統文化などを学ぶ機会づくり 

○文化に関わる資源の普及 

○地域の宝の発掘、ゆかりの人物などの顕彰 

 

○地域の活性化活動への支援 

○特産品の開発、販売 

○地名の活用 

 

 

子どもの学習機会の充実 

 

 

文化資源の発掘、保存、活用 

 

 

市民、団体等と市との連携 

 

 

多様な文化交流の促進 

 

文化による産業振興や地域の活

性化 

 

 

 

 

１ 文化活動を行う市民、団体

等の自主性及び創造性並び

に文化活動の多様性の尊重 

 

 

 

２ 高砂という地域の特性あ

ふれる文化の保存、継承、発

展、及び活用 

 

 

 

３ 市民全てが文化を創造し、

学び、及び享受することがで

きることを尊重 市民の文

化意識が高まり、市民、団体

等の文化活動が活発化する

ような環境の整備 

 

 

 

４ 文化活動を福祉、教育、地

域社会、産業等他の分野の活

動に連携させ、市の活力を高

める 

 

 

 

 

文
化
を
大
切
に
し
、
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
ま
ち
高
砂
（
仮
称
） 

 

 

効 果 

基本理念 

 

 

 

文化を育てる 

舞台 

 

 

 

 

 

文化を愛する 

ひと 

 

 

 

 

 

文化を創造する 

魅力 

 

 

 

基本施策 基本目標 

  ～謡曲「高砂」をシンボルとして～ 

 


